
「指定居宅介護支援及び指定介護予防支援」重要事項説明書 

 

１．事業者 

（１）法人名     社会福祉法人 鷹山会 

（２）法人所在地   福井県福井市免鳥町第２２号７４番地 

（３）電話番号    ０７７６－８７－２１６１ 

（４）代表者氏名   理事長  内田 忠之 

（５）設立年月日   平成４年４月３０日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所 

（２）事業の目的     事業所の介護支援専門員が、要介護者等の心身の特性を踏まえ

て、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を居

宅で営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切なサ

ービスを総合的かつ効率的に提供されるよう支援することを目

的とします。 

（３）事業所の名称    悠和園介護相談センター 平成１１年１０月２１日指定 

           第１８７０１００２５０号 

（４）事業所の所在地  福井県福井市免鳥町第２２号７４番地 

（５）電話番号       ０７７６－８６－１３１３ 

（６）事業管理者   氏名   金子 弘 

（７）当事業所の運営方針  利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指

定居宅サービス及び指定介護予防支援サービス等が特定

の種類又は特定の居宅サービス事業者及び介護予防サー

ビス事業者に不当に偏することのないよう実施します。公

正中立に、関係市町村、在宅介護支援センター、他の居宅

介護支援事業所、介護予防サービス事業所、介護保険施設

等の綿密な連携を図ります。 

（８）開設年月日   平成１１年１１月１日 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 福井市 棗地区、鷹巣地区、国見地区 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から土曜日まで  

但し１月１日～１月３日までの年始は除く。 

受付時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス提供時間帯 受付時間帯及び電話等による２４時間サービス体制 

 



４．職員の体制 

 当事業所では、契約者に対して居宅介護支援サービス及び介護予防サービスを提供す

る職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 

１．事業所長（管理者） １．０  ０．１ １名 業務の実施状況把握な

どを一元的に行なう 

２．介護支援専門員 ４．０  ３．９ ４名  

※介護支援専門員１名当たり、利用者４４名以下のマネジメントとする。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援として次のサービスを提供し

ます。当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から

給付されますので、契約者の利用料負担はありません。 

 

（１）サービスの内容と利用料金（契約書第 3～6条、第 8条参照）＊ 

＜サービスの内容＞ 

①居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成 

契約者のご家庭を訪問して、契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したう

えで、居宅介護サービス及び介護予防サービス及びその他の必要な保健医療サービス、

福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供され

るように配慮して、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜居宅サービス計画及び介護予防サービスの作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②居宅サービス計画及び介護予防サービス計画作成後の便宜の供与 

・契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者等

との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の実施状況を

把握します。 

・居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよ

う指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整を行い

ます。 

・契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

③居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の変更 

 契約者が居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の変更を希望した場合、または

事業者が居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の変更が必要と判断した場合は、

④介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供す

る上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画及び介護予防サービス

計画の原案を作成します。  

⑤介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画及び介護予防サービス計

画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか

否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族

等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。 

②居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成の開始にあたって、

当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、

利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約

者にサービスの選択を求めます。  

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画及び介護予防サービス計

画の作成に関する業務を担当させます。 

③福井市指定居宅介護支援及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

の基準等を定める条例(以下「条例」)第 7 条第 2 項により、指定居宅介

護支援及び指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サ

ービス計画及び介護予防サービス計画が第３条に規定する基本指針及び

利用者の希望に基づき作成し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができる

こと等につき説明を行い、理解を得ます。  



事業者と契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画を変

更します。 

 

④介護保険施設への紹介 

 契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用

者が介護保険施設へ入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行います。 

＜サービス利用料金＞  

 (１)利用料 

通常は、要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付さ

れるので、契約者の自己負担はありません。保険料の滞納等により、保険給付金が直

接事業者に支払われない場合、１ヶ月の居宅介護支援費及び介護予防支援費は全額自

己負担となります。 

【サービス単位数】 

介護予防支援費 Ⅱ  472 単位 要支援１又は要支援２ 

居宅介護支援費 

Ⅰ 1,086 単位 

Ⅱ 1,411 単位 

要介護１又は要介護２ 

要介護３、要介護４又は要介護５ 

中山間地域等に居住する者にサービスを提供した場合

の加算 ・・・ 所定単位数の５％増 

入院時情報連携加算 

Ⅰ 250単位 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに(営業時

間終了後又営業日以外の日に入院した場合は、入院日の

翌日を含む)、当該病院又は診療所の職員に対して当該

利用者に係る必要な情報を提供している場合。 

Ⅱ 200単位 

利用者が病院又は診療所に入院した翌日又は翌々日に

(営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から

起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日も含

む)、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に

係る必要な情報を提供している場合。 

通院時情報連携加算 50 単位 

利用者１人につき、1月に 1回の算定を限度。 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、

医師等に心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を

行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情

報提供を受けたうえで、居宅サービス計画（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）に

記録した場合。 

退院・退所加算(Ⅰ)イ 450 単位 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により

１回受けている場合。 



退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600 単位 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けて

いる場合。 

退院・退所加算(Ⅱ)イ 600 単位 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により

２回受けている場合。 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750 単位 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカ

ンファレンスによる場合。 

退院・退所加算(Ⅲ) 900 単位 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上

はカンファレンスによる場合。 

特定事業所加算Ⅱ 421 単位 ①常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上配置 

  (利用者に関する指定居宅介護支援の提供に支障が

ない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職

務と兼務をし、又同一敷地内にある他の事業所の職

務と兼務しても差し支えない) 

②常勤の介護支援専門員を 3名以上配置 

  (利用者に関する指定居宅介護支援の提供に支障が

ない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務

と兼務をし、又同一敷地内にある指定介護予防支援事

業所の職務と兼務しても差し支えない) 

③利用者に関する情報又はサービス提供にあたって留

意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開

催 

④24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用

者等の相談に対応する体制を確保 

⑤介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 

⑥地域包括支援センターから困難事例を紹介された場

合においても当該支援が困難な事例に係る者に指定

居宅介護支援を提供 

⑦家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障

害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者

への支援に関する知識に関する事例検討会、研修等に

参加している 

⑧居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を

受けていない 

⑨指定居宅介護支援の提供を受ける利用者が介護支援

専門員1名あたり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算

定している場合は 50名未満)  



⑩介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメ

ントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制

を確保 

⑪他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同

で事例検討会、研修会等を実施 

⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサ

ービス（インフォーマルサービス含む）が包括的に提

供されるような居宅サービス計画を作成 

初回加算 300 単位 

新規または、要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅

サービス計画及び介護予防サービス計画を作成する場

合。および要介護区分の２段階以上の変更認定を受けた

場合 

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 400 単位 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの

方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握し

た上で、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以

上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者

の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、

主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サ

ービス事業者に提供した場合 

緊急時等居宅カンフ

ァレンス加算 
200 単位 

病院又は診療所の求めにより、当該病院または診療所の

医師、看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレ

ンスを行い、必要に応じて必要なサービス利用の調整を

おこなった場合、１人につき1月に 2回を限度として所

定単位数を加算 

介護職員等処遇改善

加算 

所定単位数に 

２．１％を 

乗じた単位数 

介護職員等の安定的な処遇の改善及び人材確保を目的

とした加算 

地域区分ごとの報酬単価（７級地） １単位＝１０．２１円 

 

（２）利用料金のお支払い方法 

月ごとの精算とし、毎月10日までに前月分の請求をさせていただきます。月末まで

に指定の銀行口座より引き落としさせていただきます。必要に応じて口座自動引き落

としの手続きをお取り下さい。 

 

(３)利用料金の変更 

 上記の各利用料については、国の基準等の改正、その他社会経済情勢の変動に伴っ

て変更することができるものとします。 

 

６.サービスの利用に関する留意事項 



（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替（契約書第 7条参照）  

 ①事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、契約者に対してサービス利用上の不利益が生じ

ないよう十分に配慮するものとします。 

 ②契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務

上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対し

て介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、契約者から特定の介護

支援専門員の指名はできません。 

（３）入院する際のお願い 

  病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支

援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等に

は担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えて下さい。 

 

（４）利用状況、提供実績について 

※判定期間 令和７年度後期 （令和７年９月１日～令和８年２月２８日） 

①ケアプランの利用状況 

訪 問 介 護 ３７．７％ 

通所介護／地域密着型通所介護 ６１．５％ 

福 祉 用 具 貸 与 ６７．９％ 

②ケアプランのサービス種別ごとの提供実績 

サービス種別 サービス事業所名 割合 

訪 問 介 護 

県民せいきょうホームヘルプサービス ７３．６％ 

ココ訪問介護事業所 ７．８％ 

ニチイケアセンター成和 ４．９％ 

 通所介護／    

地域密着型通所介護 

悠和園デイサービスセンター ６８．４％ 

デイ・フィットネス 楽らく大宮店 ７．６％ 

リハビリデイサービスあすなろ ３．５％ 

福 祉 用 具 貸 与 

株式会社ミタス ２４．０％ 

ネクスタス株式会社 ２２．０％ 

福井シルバーサービスセンター １６．１％ 

 

 

 

７.事故発生時の対応方法 



事故発生時には、何よりも人命第一の対応と考え、速やかに医療機関との対応を行う

と同時に市町村及び［家族等への連絡一覧］によって家族に連絡いたします。また、事

故発生後の予防措置として対策委員会を開き、事故について検討し再発予防に努めます。 

 

８.虐待の防止に関する事項 

 事業所は、虐待の発生及びその再発を防止する為、次の措置を講じるものとします。 

 ①事業所における虐待の為の対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うこ

とができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支

援専門員に周知徹底を図ります。 

 ②事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

 ③介護支援専門員に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施します。 

 ④虐待防止の措置を講じる為の担当者を置きます。 

 

９.業務継続計画の策定 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事

業所及び指定介護予防支援事業所の提供を断続的に実施する為及び非常時の体制での早

期の業務再開を図る為の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するよう努めます。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１０.感染症の予防及びまん延の防止 

  事業所は、感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講じます。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会(テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね６月に１回以上開

催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備します。 

 ③介護支援専門員に、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

１１.身体拘束等の適正化 

契約者又は他の利用者等の生命または身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除

き、身体拘束等を行ってはならないこととし、身体拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

 

１２.ハラスメント防止の対策 



  事業所は、職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨

の方針及び相談(苦情含む)窓口を明確化し、介護支援専門員に周知・啓発を行います。 

  利用者、ご家族または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、その他関係者に

対して故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場

合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。 

 

１３.苦情の受付について（契約書第１７条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］  介護支援専門員  岩村 美穂 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

午前８時３０分 ～ 午後５時３０分 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  当施設以外に下記の行政機関でも受け付けています。 

福井市介護保険課担当窓口 ℡ ０７７６－２０－５７１５ 

福井県国民健康保険団体連合会 

苦情処理窓口 
℡ ０７７６－５７－１６１４ 

福井県社会福祉協議会 

運営適正委員会窓口 
℡ ０７７６－２４－２３３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎体制は次のとおりです。 



 氏  名 肩 書 き 連 絡 先 

◎苦情解決責任者 

◎苦情受付担当者 

金子 弘 

岩村 美穂 

センター長 
介護支援専門員 

悠和園介護相談センター 

TEL  86-1313 

◎第三者委員 川畑 喜美栄 評議員 南菅生町 TEL  87-2230 

 

【悠和園の苦情解決の仕組み】 

 

 福祉サービス                          事業者 

               （１） 

 

 

         （４）            （３）      

 

                 第三者委員 

 

             ア、苦情内容の確認 

             イ、解決案の調整、助言 

             ウ、話し合いの結果や改善 

               事項等書面での記録 

 

 

 

              （５） 

 

 

 

            （６） 

 

 

 

               解決しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 者 

 

 

【例】 

①ケアの内容に 

関わる事項 

 

②個人の嗜好、 

 選択に関わる 

 事項 

 

③虐待・放置・ 

 強迫 

 

 苦情受付担当者 

 

(2)記録・内容確認 

ア、苦情内容 

 

イ、苦情申出人の希望 

 

ウ、第三者委員への報告 

 

エ、苦情申出人・苦情

解決責任者の話し合い

への第三者委員の助

言・立会いの要否 

 

 

(3)苦情受付の報告 

 

 

 苦情解決責任者 

苦情の受付 

苦情受付 

の報告 

苦情受付

の通知 

立ち会い 

話し合い 

解決した場合

解決結果報告 

福井県社会福祉協議会に設置の 

運営適正化委員会への申し立て 


